
平
成
16
年
の
条
例
施
行
後
、
市
内
各
地
域
で
、
市
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
市
は
、

こ
の
た
び
条
例
を
さ
ら
に
運
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
地
域
の

ま
ち
づ
く
り
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
条
例
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

条
例
の
一
部
を
見
直
し

市
は
、
平
成
16
年
7
月
に
「
市
民
参
画
と

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
施
行
し
、
市

民
、
事
業
者
、
市
が
お
互
い
の
立
場
を
尊
重

し
協
力
し
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

ま
す
。

平
成
20
年
度
か
ら
は
、
条
例
施
行
後
の

運
用
上
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
見
直
し
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
学
識
経
験
者

や
各
分
野
の
団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
さ

れ
る
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
の
答
申
、
議
会
の

議
決
と
い
っ
た
手
続
き
を
経
て
、
10
月
1
日
、

条
例
の
一
部
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
と
し

て
自
治
会
や
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
な
ど
を

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
」
と
し
て
定

義
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
に
お
け
る
連

携
を
図
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
市
が
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
を

認
定
す
る
際
は
、
自
治
会
な
ど
や
協
議
会

と
の
連
携
お
よ
び
役
割
分
担
に
つ
い
て
確

認
し
ま
す
。

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
は
、
ま
ち
づ

く
り
計
画
（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
は
違
い
、

特
定
の
テ
ー
マ
に
特
化
し
た
事
業
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
回
数
、
期
間
、
助

成
金
額
な
ど
に
一
定
の
制
限
を
設
け
ま
し

た
。事

業
者
が
行
う
経
済
活
動
や
土
地
利
用

行
為
な
ど
の
事
業
活
動
は
、
ま
ち
づ
く
り

の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
事
業
者
も
ま
ち

づ
く
り
に
協
力
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て

い
ま
す
。

事
業
活
動
に
よ
っ
て
自
治
会
な
ど
の
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
の
活
動
に
影
響
が

予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
事
業
者
は
そ
の
整

合
を
図
る
よ
う
努
め
ま
す
。

手
続
き
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め

に
、
様
式
を
簡
素
化
し
、
手
続
き
が
必
要

な
も
の
に
つ
い
て
は
様
式
化
し
ま
し
た
。

人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
地
方
分
権

の
進
展
を
背
景
に
、
行
政
主
導
の
ま
ち
づ

く
り
か
ら
、
市
民
が
主
体
的
に
参
画
し
行

政
と
協
働
す
る
ま
ち
づ
く
り
へ
と
移
行
す

る
た
め
、
市
民
・
事
業
者
・
市
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
分
担
し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動

を
進
め
ま
す
。

良
好
な
都
市
環
境
を
形
成
し
保
全
し
て

い
く
た
め
、
地
域
特
性
に
配
慮
し
た
適
正

な
土
地
利
用
の
規
制
誘
導
を
行
い
ま
す
。

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

１  

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
と

 

自
治
会
な
ど
と
の
関
係

３  

事
業
者
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と

 

地
域
と
の
関
係

２  

ま
ち
づ
く
り
計
画
と
協
働
の

 

ま
ち
づ
く
り
事
業
と
の
違
い

４  

手
続
き
の
簡
素
化
、
様
式
化

２  

土
地
利
用
に
お
け
る

 

適
正
な
規
制
誘
導 

条
例
の
目
指
す
と
こ
ろ

１  

市
民
参
画
と
協
働
に
よ
る

 

ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

明智公園整備の様子（広見東まちづくり協議会）明智公園整備の様子（広見東まちづくり協議会）

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り

市
民
参
画
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
改
正
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問
合
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
を

 

お
手
伝
い

市
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
ま
ち
づ
く
り
計

画
案
を
策
定
さ
れ
る
際
に
は
、
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
情
報
提

供
、
技
術
的
支
援
、
活
動
費
の
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。

情
報
提
供
に
お
い
て
は
、
市
の
資
料
提
供

の
ほ
か
、
市
職
員
が
会
議
に
出
席
し
て
説
明

す
る
こ
と
な
ど
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
つ
く
る
際
に
、

専
門
的
な
知
識
、
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
場

合
に
は
、
専
門
家
を
公
費
で
派
遣
す
る
な
ど

の
技
術
的
支
援
を
行
い
ま
す
。

活
動
費
に
お
い
て
も
、
協
議
会
と
し
て
行

う
会
議
の
資
料
づ
く
り
な
ど
の
費
用
を
助
成

し
ま
す
。
た
だ
し
会
員
へ
の
報
酬
や
賃
金
、

食
糧
費
な
ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
実
施

団
体
に
は
、
役
割
に
応
じ
て
材
料
な
ど
の
現

物
支
給
や
情
報
提
供
、
技
術
的
支
援
を
行
い

ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
条
例
の
活
用
を

市
は
、
条
例
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
や

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
、
推
進
し
て
い

き
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
地
域
で
も
、
条
例
を

活
用
し
な
が
ら
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
き
ま
せ
ん
か
。

市民参画と協働のまちづくり条例

◎まちづくり計画策定の進め方

◎協働のまちづくり事業の進め方

区域住民やその区域に関わりをもつ人
のうち、自発的に参画する人で組織しま
す。区域に関わりをもつ人とは、通勤・
通学者、区域外地権者などをいいます。
まちづくり協議会は、認定の申請時に

おいて 10人以上であることや区域、活
動目的、運営方針、活動計画等が条例の
趣旨に合うもので、活動計画に関係する
地域コミュニティ団体に理解が得られる
よう努め、活動計画の実現に支障がない
ことが認定の要件になります。
（活動中の協議会）
○広見東　○若葉台　○桜ケ丘ハイツ

まちづくり協議会

区域住民等が主体となって行う自主事
業や市と協働して行う事業の内容、役割
分担等をまとめたものです。まちづくり
協議会は、地域コミュニティ団体と協議
を行い、計画内容についての役割分担な
どの合意のもとまちづくり計画の案を作
成し、市長に提案します。
例）  桜ケ丘ハイツまちづくり計画の実施事業
○移動支援事業　○お休み処事業

まちづくり計画

まちづくり協議会、自治会等の地域コ
ミュニティ団体などの市民公益活動団体
からの提案によって実施します。まちづ
くり計画とは違い、特定事業を市と協働
で行いたい場合に、協働のまちづくり事
業を提案することができます。
（活動中の団体）
○里山若葉クラブ
○桂ケ丘公園づくりわくわくワークス　
○兼山駅跡地活性の会 

協働のまちづくり事業

市から
の支援

・10人以上の会員で作る（自治会も可）
・区域、規約、組織、スケジュールなどを決める

地域において、協議会認定の申請内容について説明し、
理解が得られるように努める。

・内容により１～ 2年かけて作る

・情報提供、学習支援
・専門家の派遣
・活動費の助成

・市長から認定を受ける

地域において計画案を検討し、地域コミュニティ団
体と役割分担について合意が必要。

・計画案に土地利用など私権に関わる事項
がある場合、地権者の概ね 2/3 以上かつ
地積 2/3 以上の同意を得る

・市長から認定を受ける

・住民等の自主活動
・住民と市の協働事業（役割分担）
・市の公共事業
・民間開発事業への協力要請（開発協議）

まちづくり協議会
の発足

協議会の認定

まちづくり計画案
の作成

地域協議での合意

地権者の同意

まちづくり計画
の認定

実　　　施

事業の評価

ＮＰＯ、まちづくり協議会、
自治会等から市長へ提案

地域に関わる事業は、事
前に地域協議が必要

・事業費、作業（役割）の分担
・市からの材料の支給
・関連事業の執行 など

事業の提案

事業の認定

実　　　施

事業の評価

市長から認定を受ける

里山若葉クラブの間伐作業里山若葉クラブの間伐作業
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